
■規制基準 

 指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該工場等から発生する特定悪臭物質の

大気中濃度を、当該工場等の敷地の境界線において、下記基準以下にしなければなりませ

ん。 

 

〇悪臭の規制基準（敷地の境界線上の値） 

［平成１９年３月３０日北海道告示第２２２号］ 

区域の区分 

規制物質 
Ａ区域 Ｂ区域 

アンモニア １ｐｐｍ ２ｐｐｍ 

メチルメルカプタン ０．００２ｐｐｍ ０．００４ｐｐｍ 

硫化水素 ０．０２ｐｐｍ ０．０６ｐｐｍ 

硫化メチル ０．０１ｐｐｍ ０．０５ｐｐｍ 

二硫化メチル ０．００９ｐｐｍ ０．０３ｐｐｍ 

トリメチルアミン ０．００５ｐｐｍ ０．０２ｐｐｍ 

アセトアルデヒド ０．０５ｐｐｍ ０．１ｐｐｍ 

プロピオンアルデヒド ０．０５ｐｐｍ ０．１ｐｐｍ 

ノルマルブチルアルデヒド ０．００９ｐｐｍ ０．０３ｐｐｍ 

イソブチルアルデヒド ０．０２ｐｐｍ ０．０７ｐｐｍ 

ノルマルバレルアルデヒド ０．００９ｐｐｍ ０．０２ｐｐｍ 

イソバレルアルデヒド ０.００３ｐｐｍ ０.００６ｐｐｍ 

イソブタノール ０．９ｐｐｍ ４ｐｐｍ 

酢酸エチル ３ｐｐｍ ７ｐｐｍ 

メチルイソブチルケトン １ｐｐｍ ３ｐｐｍ 

トルエン １０ｐｐｍ ３０ｐｐｍ 

スチレン ０．４ｐｐｍ ０．８ｐｐｍ 

キシレン １ｐｐｍ ２ｐｐｍ 

プロピオン酸 ０．０３ｐｐｍ ０．０７ｐｐｍ 

ノルマル酪酸 ０．００１ｐｐｍ ０．００２ｐｐｍ 

ノルマル吉草酸 ０．０００９ｐｐｍ ０．００２ｐｐｍ 

イソ吉草酸 ０．００１ｐｐｍ ０．００４ｐｐｍ 

 


